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第６章 排水設備工事の実務 

１．排水設備工事の進め方の注意事項 
(１）取付管について 
 (イ) 一般的注意事項 

  (ａ) 取付管位置の検討にあたっては、長期的な視点に立ち、排水設備工事の合理

性・経済性について十分検討し決定する。また、民地側の基礎等、家相・鬼

門や隣地境また将来計画の確認を含め申請者本人の現地確認を必ず行うこと。 
※取付管付替時に実費負担となり、指定工事人への責任問題になる場合あり 

  (ｂ) 取付管は、１宅地１箇所を基本とする。（浜松市公共下水道取付管設置要綱） 

  (ｃ) 取付管設置口径は、表２－３－１、２－３－２、２－３－４を参照し、また

は既設排水管状況を勘案して決定する。 

  (ｄ) 取付管設置深さは、排水管の内径と標準的な勾配（表２－３－３参照）で検

討し、かつ、下水道本管設計及び埋設深さを勘案して決定する。 

  (ｅ) 取付管設置位置及び取付ますについて 
    ① 建物内や建築予定になる箇所は避ける。 
    ② 将来設置取付ますが公道境界より１ｍ以内とする。 
    ③ Ｐ２－６９（ロ）取付ますの設置上の留意点を考慮する。 

 (ロ) 取付管１号様式の場合 
下水道本管埋設時に提出する取付管申請書である。 
申請書の記入時には、申請者（市民）と接するので、「指定工事人規程」に従

い誠実に対応すること。 
※営業活動は「地元説明会」開催後に行い、開催前は自粛すること。理由は以

下のとおり。 
① 地元説明会で市の職員が下水道工事から宅内排水設備工事までを説明す

る。 
② 開催後である為、施主は了承済みであり、指定工事人の営業活動がスム

ーズになる。 

  (ａ) 申請書の記入について 
① 申請者氏名の下に連絡電話番号の記入を依頼すること。 
② 上水道使用の場合、検針票等で確認し「お客さま番号」を記入。 
→指定工事人が記入してもよい。複数有り記入できない場合は別紙へ記入可。 
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  (ｂ) 取付管設置深さ及び口径（大規模流入）が下水道本管設計に影響を及ぼす場

合は、事前に工事担当課と協議をすること。 
    ① 下水道本管の設計に影響  →深さ・勾配・口径の再検討 

② 排水設備の施工勾配・口径に影響 
③ 日量による取付管口径の検討  →表 2－3－1、2－3－2、2－3－4 参照 
④ 既設建物の排水管状況を把握し検討  →集合住宅に注意必要 

 (ハ) 取付管２号様式の場合 
供用開始後に取付管未設置箇所に公費で設置する場合は、「取付管２号様式」

に基づいて申請するもの。 

  (ａ) 原則、排水設備工事を施工する場合に申請できる。（浜松市公共下水道取付

管設置要綱による） 

  (ｂ) 取付管設置工事は、申請書を提出し受付けされてから３ヶ月の期間が必要で

あるので、申請者にその旨を説明し理解を得ること。 

  (ｃ) 申請は、受益者負担金が納付されていること。かつ、申請に必要な書類を揃

えること。 

  (ｄ) 上水道給水管・ガス管占用工事による舗装復旧においては特に留意すること。 
                           →道路管理者の指導あり 

  (ｅ) 申請を中止・変更する場合は、遅延なく担当課・室に報告する。 

(ニ) 取付管３号様式の場合 
  供用開始後に取付管２号様式で公費にて設置できないものを、「取付管３号様

式」に基づいて申請するもの。 

(ａ) 排水設備工事を施工する場合に申請できる。 

(ｂ) 受益者負担金が納付されている場合に申請できる。 

(ｃ) 道路占用申請は、必要書類を申請書に添付し提出すること。また、取付管施

工業者は入札指名参加業者とする。 

(ｄ) 必要書類と申請書が確認され、 道路占用許可と道路使用許可を受けてから

施工できる。 

(ホ) 法第 16 条及び法第 24 条による施工は、担当課・室への申請になる。 

(ヘ) 特定事業場の場合は、 特定ますの設置等事前に協議すること。 
 ※「排水計画事前協議」（Ｐ６－２２参照）内容に関わる場合は、協議を行うこと。 
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(２） 排水設備工事を進めるにあたっての留意点 
 (イ) 分譲地について 

  (ａ) 基本計画 

① 施工後に「寄附譲与受入れ」により上下水道部にて維持管理する場合は、

法第 16 条協議により本管（公道に準じた）施工を行う。 

※進入路を市道認定する場合は、道路管理者と事前調整により条件を確認

し施工方法を検討。 

※合流区域で雨水分離を図っている地域の道路形態及び道路雨水処理につ

いては、関係各課と協議。 

※宅内雨水処理については、分流区域と同様の施工を行う。（Ｐ３－４（二）

参照） 

② 施工後に「寄付譲与受け入れ」をせず、分譲開発者または排水設備所有

者等が維持管理する場合は、排水設備として施工を行う。ただし、以下

の条件による。 

(ア) 排水設備は原則φ100 ㎜以上及び規定勾配を確保すること。 

(イ) 将来の維持管理に係わる「誓約書」を提出すること。 

  (ｂ) 道路形態箇所の施工方法について 

① 排水主管と同口径で分譲取付管を施工する場合は、ます合流とする。た

だし、私道排水主管より分譲取付管口径が小さい場合は、確認協議によ

り管合流とすることができる。なお、保護ふたによる施工が望ましい。 

② 道路形態箇所の境界より 1m以内に分譲取付ます（φ200 ㎜）を設置する。 

  →維持管理及び所有区分の明確化。 

  (ｃ) 合流区域等の基本的取扱い（雨水分離を図っている雨水きょが整備された

地域） 

全体分譲地面積 500 ㎡以上の場合、「排水計画事前協議」の対象とする。 

内容は、下記による。 

    ① 雨水抑制施設については、浸透井戸等の設置を検討する。 

    ② 排水面積に応じた合流取付管口径を検討する。 

                       →表２－３－２による 

     (ア) 現行取付管について調査及び検討。 

     (イ) 本管埋設状況により分散流入。 

     (ウ) 取付管付替検討または増設検討し、申請方法の確認。 

    ③ 道路形態箇所の排水主管口径の標準的な勾配が確保できるか表２－３－

１により検討する。なお雨水のみであれば開きょも可とする。 

    ④ 全体分譲地内は、雨水流出防止施設や浸透施設をできる限り設置するこ
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と。→雨水の流出をコントロールし、環境保護のため分流区域も同様と

する。 

(ロ) 合流区域等の具体的取扱い（下記の施工方法を選択） 

  (ａ) 道路形態があり分譲敷地内を汚水と開きょによる雨水分離をする場合 

    ① 道路形態箇所が「道路位置指定」あるいは共有管理され民地上での問題

や設置後の維持管理に支障がない場合は、開きょで雨水を分離できるも

のとし、将来（雨水きょ整備）に備え分譲敷地内を汚水と雨水に分離す

ること。 

その場合は、取付ますで指定の方法により取付管に流入させる。 

    ② 開きょについて 

     (ア) 排水溝は最低24㎝以上で全体排水面積に応じて私道内全ての辺に設

置すること。 

(イ) 必要箇所にその寸法を超える集水ますを設置する。 

     (ウ) 道路形態箇所の公道出入り口には、全てグレーチングを設置し必ず

開口させる。 

     (エ) 分譲地内各々の宅地雨水を接続できる。 

                     →宅地内の雨水ますは浸透ますが原則 

     (オ) 公道へ接した部分を除き、雨水流出防止施設の設置を除くことがで

きる。 

 

 
図６－２－１ 

  (ｂ) 道路形態は存在するが、分譲敷地内で汚水と開きょによる雨水分離をしな

い場合 

① 将来（雨水きょ整備）に備え、道路形態箇所についても汚水系統と雨水

系統に分離すること。 

原則φ100mm 以上 開きょ 24cm 以上 
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② 排水主管口径は、汚水・雨水共、それぞれφ100 ㎜以上の必要口径とし、

分譲宅地内ごとに流入させる。 

③ 道路形態箇所の公道出入り口には、最低 24 ㎝以上の全体排水面積に応

じた宅地内排水溝と全てグレーチングを設置し必ず開口させ維持管理

を行う。 

④ 宅地内排水溝にその寸法を超える集水ますを設置し、取付ますで指定の

方法により合流させる。 

 (ハ) 共有管の取扱い 

  (ａ) 共有管のみ先行する場合 

① 単独にて確認申請を提出する。 

→お客さま番号については担当者と協議すること 

② 申請者名は、代表者あるいは分譲開発者等とする。 

→共有者内で代表者を選出する「代表者○○○○」 

③ 土地所有者が異なる場合は、その承諾書を添付する。 

④ 承諾書の排水設備・土地所有者は、関係者全てを記入する。 

→記入内容や利害関係により承諾書不用の場合も 

⑤ 排水設備計画（変更）確認申請書は、申請者名の欄に代表者、排水設

備・土地所有者の欄に関係者全て記入する。 

  (ｂ) 対象宅地全てを共有管及び各排水設備を同時に施工する場合 

    ① (ａ)に準じて書類を作成する。 

    ② 申請及び確認協議は、代表者宅と同一になるように処理する。 

                →お客さま番号、確認番号が同じになる。 

 

図６－２－２ 

排水設備台帳 A－ 
 共有部分―が排水設

備台帳 A の追加資料

で保管される 
 

申請 B------ 

排水設備台帳 B----- 

 

申請Ｃ----- 

排水設備台帳Ｃ----- 
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※共有管については、将来の維持管理や所有権利等について十分に説明し、

代表者を選出すること。 

※維持管理についての「誓約書」の提出が必要。 

 

２．排水設備確認申請の注意事項 

(１) 確認申請書提出前について 

 (イ) 提出前の確認事項 

  (ａ) 申請者との確認事項 

    ① 契約（施工内容）及び施工日確認・申請書提出の連絡 

施工日は、確認協議後２週間の余裕を勘案すること。 

確認協議前に必ず（①契約再確認②申請手続き開始の了解③他業者との

重複確認）を行う。 

② 利害関係者の確認及び承諾 

③ 融資の有無     

④ お客さま番号   →井戸・簡易水道・工業用水確認 

⑤ 井戸の場合はメーター設置の検討  →集合住宅・事業所は設置が基本 

                       （Ｐ６－３０（７）参照） 

  (ｂ) 申請者が市内に居住しない場合、代理人を選定し届け出る。（条例第３条） 

① 申請者が排水設備工事完了後に、市内へ居住する場合は届け出不要。 

② 代理人は、設置後の維持管理を処理することができる者を選定する。 

③ 代理人を変更する場合は、その都度届け出る。 

  (ｃ) 指定工事人の確認事項 

① 下水道認可区域か 

② 供用開始されているか 

③ 取付管が設置されているか 

④ 既設下水道排水設備台帳があるか 

⑤ 「排水計画事前協議」が必要か 

⑥ 特定事業場（排水するしないに関わらず業種による）の届出が必要か 

除害施設及び油脂遮断装置などの必要事業場の確認 

⑦ 免除下水の有無（減量） →雨水（合流区域）、間接冷却水等 
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  (ロ) 提出書類について  →条例第６条、規程第６条による 

  （ａ）申請時添付書類 

    ① 排水設備計画（変更）確認申請書 

② 縦断面図 

③ 平面図（必ず最後にし、裏に綴じる。） 

④ その他 

 

・新築物件等の場合確認済証・１面・２面のコピー 

・施工基準外等の誓約書 

・土地・家屋・排水設備所有者の承諾書 

・排水計画事前協議回答書のコピー 

・３Ｆ以上の集合住宅の流量計算書 

・区画整理地内の副申書 

・ＭＰ構造図・計算書 

・飲食店等のグリーストラップ容量計算書・構造図 

・排水設備使用者代理人選定（変更）届（原本添付） 

・免除下水許可書コピー 

・本確認申請箇所のみに使用する特別な材料の資料 

・必要に応じて既設下水道排水設備台帳コピー 

・その他必要書類 

 

・工事着手届（２部必ず用意） 

・接続に関する誓約書 

・浄化槽使用廃止届出書 

・水洗便所改造資金貸付あっ旋申込書 

・貸付け有の場合、工事金額のわかるもの 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申

請

書

に

綴

じ

る

も

の 

綴
じ
な
い
も
の 
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（ハ） 排水設備計画（変更）確認申請書及び下水道排水設備台帳の記入方法 

第４号様式（第６条関係）   　　　年　　　月　　　日

（あて先）浜松市水道事業及び下水道事業管理者　
〒

 土地建物等所有者

 □一般住宅（ □持家　□建売 ）　　□事業所（ 業種　　　　　　　  ）

 □借家・ｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝ　（ 名称　　　　　　　　　　　　　　　　  　）

 □その他（　　　　　　　　　　　　　　                           ）

 □特定事業場　  　　   □除害施設必要事業場

 □油脂遮断装置        （ 種類　　　　　　　　　　　　　 ）

 □排水器具に阻集器取付（ 種類　　　　　　　　　　　　   ）

 □一般住宅に準ずる場合

お客さま番号　　　　　　　　　　　　　

メーター番号　　　　　　　　　　　　　

□一般住宅 人

　 □業務用又は □井戸ﾒｰﾀｰ有

　賃貸住宅 □井戸ﾒｰﾀｰ無の場合ﾒｰﾀｰ設置について

　予定（　　　　　　　　　　　　　　　  ）

 □無　□有    （ 金融機関への事前相談　　□済  ）

 □浄化槽撤去　

 設　置　場　所　

 □申請者と同じ　

負担金納付状況

□汲取り改造

 □簡易水道

 □仮設（  　　年　　月頃まで ） □その他（　　　　　　　　　　  ）

□増設

□新築新設 □新築改築

 別紙平面図、資料のとおり

貸 付 あ っ 旋

 □市水道

※お客さま番号

 種      別 

　　　　　棟　　　　　　戸

 排 水 戸 数 

□井戸ﾒｰﾀｰ有　□ﾒｰﾀｰ無 （井戸人員）

 □新築増設

住 所

申 請 者
（ 所 在 地 ）

フ リ ガ ナ

氏 名

□申請者と異なる（ 土地・建物・排水設備 ）※承諾書添付

（ 名称及び代表者氏名 ）

排水設備計画（変更）確認申請書
排水設備の計画（変更）が法令に適合している旨の確認を受けたいので、次のとおり申請します。

 浜 松 市 区

記

電話番号（　　　　）　　　－

着工・完了予定年月日
    　　年 　　月　　　日着工 　～ 　   　　年 　　月 　　日接続

（下水道取付管への接続日より５日以内に排水設備工事完了届・公共下水道使用開始届を提出してください。）

氏　　名

□改築　　　

（名称及び代表者氏名）

指

定

工

事

人

工
事
の
種
類
・
内
容

　 別紙添付

　が多数の場合  □工業用水

 □他(　　 )

 使 用 水 区 分 

□雑排水

 及 び 区 分 

受 付 印 ( 排水受付番号 )

 □井戸

業者CD（　　　  ）

責任技術者名

受付者

排 水 設 備 の 構 造

住　　所

照合者

℡
（所在地）

確認済印 変更確認印

 

提出日もしくは申請者

記入日 

申請者と異なる場合は、

承諾書を添付する 

マンション等の名称

を記入する 

この欄は必要に応じて記入

する 

市水道区分以外の場合は、

メーターの有無を確認 
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縮尺　1/ □ □ □

 

　

取付管 　 □既設　本 □2号　本 □3号　本 　

既設排水設備資料 雨水抑制施設

排水システム

検査　     　年　  月　　　免除排水

旧申請者 設置場所

施工者 申請者 住宅地図　　　－　　  －　　 －

敷地面積(合流区域に限る） ㎡

□接続 □増設 □改築前

　

排水受付番号第　　　　　号

(確認番号）

 検査日　  　 年　 月　 日　

□      　年   月供用開始  □供用開始前  □区域外  □法第16・24条施工

完了日(接続日)  　 年　 月　 日

勾配％ 延長ｍ №～№  管径mm 管種 勾配％ 延長ｍ

　

№～№  管径mm 管種

ます呼称 口径cm 深さcm地盤高ｍ ます呼称 口径cm 深さcm № 地盤高ｍ№ 地盤高ｍ ます呼称 口径cm 深さcm №

分流式 合流式 分流 (旧合流）

※指示内容

平 面 図 処理分区 コード（　　　　）

 

設置場所を中心とするよう

お願いします 

既設資料がある場合は必ず

記入してください 

方位を正確に記入してくだ

さい 

第４章（Ｐ４－４２）平面図記載方法を参

照し作成してください。 
方眼の線は、必要に応じて記入し図面を作

成してください 

方位 
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表６－３－１ 工事種別用語表 

工  事  種  別 

用  語 用  語  説  明 

浄化槽撤去 浄化槽からの切り替え 

汲取り改造 汲取り便所からの切り替え 

新築新設 家屋を新築し、排水設備を新設する場合 

新築改築 家屋を新築し、排水設備を改築する場合 

新築増設 家屋を新築し、排水設備を増設する場合 

改  築 排水設備を改築する場合 

増  設 排水設備を増設する場合 

仮  設 仮設の便所及び排水設備 

雑排水 トイレ以外の排水設備のみの場合 

その他 上記に含まれないもの 

 

  ・戸数について   →棟・戸数は必ず記入 

    今回申請する部分が関係する戸数を記入する。既存があり工事完了後戸数に

変更がある場合は、変更後戸数を（ ）書きとする。 

     記入例１（２）戸 

    ① 仮設や便所がない公園、雨水排水のみ、共有排水設備などは０戸。 

    ② 二世帯住宅で水道メーターが別々の場合は、１棟２戸。 

    ③ 集合住宅、申請箇所の棟数及び戸数を記入。 

②  一般住宅内で棟が多い場合は、排水設備が存在する棟数を記入。 

  ・使用水区分について 

使用水は、担当責任技術者が現場を必ず調査し、正しく記入する。使用状況

に応じて複数記入すること。 
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表６－３－２ 処理分区コード表 

処理場名称 処理場コード 処理区分コード 処理分区名称

01 01 北部処理分区

01 02 元浜処理分区

01 03 浜松中央処理分区

01 04 御前谷処理分区

01 05 蜆塚処理分区

01 06 伝馬処理分区

01 07 浅田処理分区

01 08 南部処理分区

02 09 佐鳴第１処理分区

02 10 佐鳴第２処理分区

02 11 佐鳴第３－１処理分区

02 12 佐鳴第３－２処理分区

02 13 佐鳴第３－３処理分区

02 14 佐鳴第４中部処理分区

02 28 浜松馬込第９処理分区

02 30 浜松馬込第１０処理分区

02 31 馬込第１１処理分区

02 32 馬込第１２処理分区

02 34 浜松馬込第１３処理分区

02 35 馬込第１４処理分区

02 36 馬込第１５－１処理分区

02 82 馬込第１５－２処理分区

02 37 馬込第１６処理分区

02 38 馬込第１７処理分区

02 39 馬込第１８－１処理分区

02 83 馬込第１８－２処理分区

02 40 馬込第１９処理分区

02 41 馬込第２０－１処理分区

02 42 馬込第２０－２処理分区

02 43 馬込第２１処理分区

02 45 浜松浜名第１処理分区

02 46 浜名第２処理分区

02 47 浜名第３処理分区

02 48 浜名第４処理分区

02 49 浜名第５－１処理分区

02 50 浜名第５－２処理分区

02 51 浜名第６処理分区

02 52 浜名第７処理分区

02 53 浜名第８処理分区

02 54 浜名第９処理分区

02 55 浜名第１０処理分区

浜
松
西
遠
処
理
区

（
浜
名
系
・
佐
鳴
系

）

浜
松
中
部
処
理
区

浜
松
西
遠
処
理
区

（
中
部
佐
鳴
系

）

浜
松
西
遠
処
理
区

（
馬
込
系

）
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表６－３－２ 処理分区コード表 

02 56 佐鳴第４西遠処理分区

02 58 雄踏第２－１処理分区

02 59 雄踏第２－２処理分区

02 60 雄踏第３処理分区

03 61 舘山寺処理分区

03 62 庄内処理分区

03 63 庄和処理分区

03 64 呉松処理分区

03 65 村櫛処理分区

06 19 浜北馬込第１－４処理分区

06 20 馬込第２処理分区

06 21 馬込第３処理分区

06 76 馬込第４－１処理分区

06 22 馬込第４－２処理分区

06 23 馬込第５処理分区

06 24 馬込第６処理分区

06 25 馬込第７処理分区

06 26 馬込第８処理分区

06 27 浜北馬込第９処理分区

06 29 浜北馬込第１０処理分区

06 33 浜北馬込第１３処理区分

07 15 馬込第１－１処理分区

07 16 馬込第１－２処理分区

07 17 馬込第１－３処理分区

07 18 天竜馬込第１－４処理分区

舞阪西遠 08 44 舞阪浜名第１処理分区

雄踏西遠 09 57 雄踏第１処理分区

細江 10 68 細江中央処理分区

引佐 11 69 井伊谷処理分区

三ケ日 12 70 三ケ日処理分区

気田 13 71 気田処理分区

浦川 14 72 浦川処理分区

佐久間 15 73 佐久間処理分区

佐久間城西 16 74 佐久間城西処理分区

水窪城西 17 75 水窪城西処理分区

19 77 浜松都田農業集落排水処理分区

19 78 天竜両島農業集落排水処理分区

19 79 天竜落合石神農業集落排水処理分区

19 80 天竜緑恵台農業集落排水処理分区

19 81 佐久間上市場農業集落排水処理分区

湖東西遠 21 85 湖東処理分区

天竜西遠

処理区

農業集落排水

浜松西遠処理区

（浜名系・佐鳴系）

舘
山

寺
処

理
区

浜

北
西

遠
処

理
区
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(ニ) 確認申請書類の記入 

(ａ) 確認協議後「事前着手」したい場合は、申請書の欄に理由を記入し確認

協議を受ける。 

※理由と着工、完了予定年月日が整合するように記入すること。 

（例） 

浄化槽が故障し○月○日に施工依頼を受け、○月○日工事着手したい

ため。 

○月○日に施工依頼を受け、○月○日の浄化槽くみ取りに合わせるため。 

○月○日に施工依頼を受け、○月○日からの基礎（土間コンクリート）

工事に同調するため。 

○月○日に施工依頼を受け、○月○日からの開店に間に合わせるため。 

(ｂ) 「排水設備確認申請」事前確認（一部着手事前許可）申請書 

確認及び確認協議前に排水設備工事の一部を先行したい場合は、「排水設

備確認申請事前確認（一部着手事前許可）申請書」を１部提出し、確認後

施工を行うことができる。 

(ホ) その他取り扱いと届出 

(ａ) 確認後に申請者を変更する場合 

売買・相続等により申請者の変更が発生した場合は、別紙「排水設備確

認申請書(完了調書)申請者変更届」により届け出し確認・処理を行う。 

(ｂ) 確認申請後に確認を中止する場合 

確認申請書を中止する場合は、別紙「排水設備確認書中止届」により届

け出し確認・処理を行う。 

(へ) 平面図の記入 

(ａ) 新築や切り替えに関係なく、誤接続防止の確認や雨水きょ整備に備え、

現場調査を実施し、正確に記入する。 

(ｂ) 方位・縮尺の記入。 

(ｃ) 設置場所・氏名が確認申請書と相違無いようにする。 

(ｄ) 三階以上の建物及び複雑な二階集合住宅等は、系統図または排水立て管

図を別途記入する。 

(ｅ) 申請箇所内で未接続箇所がある場合は、既設排水器具箇所を赤点線で記

入し誓約書を添付する。 

(ｆ) 井戸等の水源がある場合は使用の有無にかかわらず、経路およびポンプ
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の位置を記入する。（青色実線） 

（２） 特別な確認申請手続きについて 

(イ) 排水設備設置義務の免除（以下、免除下水）申請について法第 10条第１項

ただし書きの規定に基づき、浜松市下水道事業管理者が特別の事由があると

認めた場合に許可できるもので、以下の条件で申請できる。 

(ａ) 「間接冷却水」の用に供した水その他管理者が雨水と同程度以上に清浄

であると認める下水。（湧水、屋外水泳用プールの残留塩素を除去した排水、

魚介類の生かし水その他これらに類するもので、有機物または無機物によ

る汚染がない排水） ※Ｐ６－３４マニュアル参照 

① 隣接して公共用水域（水路）があること。 

② 水路管理者の了解（許可）があること。 

③ 排水の水質検査（立ち入りまたは計量証明）を行い、基準に適合して

いること。 

④ 公共用水域へ放流される下水の量及び公共下水道への排水量が正確に

確認できる装置を設置すること。 

⑤ 「営業に係る減量認定」に必要な計量装置を設置すること。④の装置

を兼用できる場合は省くことができる。 

⑥ 「免除期間は原則５年以内」であり、その都度更新手続きを行うこと。 

⑦ 手続きは上下水道部の指示による。 

※空調用排水は、公共下水道へ接続（流入）を指導している。ただし、蒸

発分の使用料賦課を「営業に係る減量認定」において処理できる。 

→計量装置の設置は申請者負担 

※現場状況により、排水系統（汚水雑排水・雨水・免除下水）を明確に区

分する必要がある。 

 (ｂ) 工場または事業場における生産等の工程からの排出水のうち、排水施設

を経由排除される下水。 ※Ｐ６－３４マニュアル参照 

① 隣接して公共用水域（水路）があること。 

②  水路管理者の了解（許可）があること。 

③  排水の水質検査（立ち入りまたは計量証明）を行い、基準に適合して

いること。 

④  公共用水域へ放流される下水の量及び公共下水道への排水量が正確に

確認できる装置を設置すること。 

⑤ 「免除期間は原則５年以内」であり、その都度更新手続きを行うこと。 

⑥  手続きは上下水道部の指示による。 
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(ｃ) 屋外水泳用プール排水  ※Ｐ６－３６マニュアル参照 

① 残留塩素を除去したもの。（洗体用シャワー排水、ろ過器の洗浄水、プ

ールの床面清掃水等は認めない） 

【注意事項】 

申請されても許可しない場合がある。また、下記内容から少量の場合に

申請を取りやめることが想定されるので、事前相談や調整を「申請者」を

含め行うこと。（プール排水については、「排水計画事前協議」の対象とす

る） 

① 質検査や計量装置の設置は申請者負担であること。 

② 許可条件に附された条件（項目、回数）で水質検査を行うこと。 

③ 上記による支出と減量申請による金額を経済比較すること。 

④ 許可条件による責務を理解すること。 

(ｄ) 合流区域の雨水 ※Ｐ６－４０マニュアル参照 

① 隣接して公共用水域（水路）があること。 

② 水路管理者の了解（許可）があること。→排水条件を比較検討するこ

と。 

③ 公共用水域に雨水以外の排水をしないこと。 

④ 手続きは上下水道部の指示による。 

※工場等は、他の排水が混合する恐れがあるので十分注意すること。 

→排水系統を明確に区別する。 

(ロ) 工事湧水等の排水計画事前協議書及び排水申込書について 

主に合流地域内や公共用水域がなく（水路管理者の許可が得られない）工

事湧水等を公共下水道へ一時的に接続（流入）を行う場合は、排水計画事前

協議書及び排水申込みをしなければならない。  

申請されても許可しない場合があるので、事前相談や調整を「申請者」を

含め行うこと。 

(ハ) 排水設備を修理施工したい場合 

   ① 取付ますのふた破損。  

   ② 配管ルートやますの増減に変更を生じない場合。  

   ③ 緊急の場合。  

     排水設備工事着手届に必要事項を記入し施工位置が判断できる資料（既設

台帳が望ましい）を添付し、確認及び「着工の許可」を受けて施工する。 

指示がある場合は、直ちに下水道排水設備台帳を修正または新規に作成し

報告すること。  
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３．確認後から完了検査までの注意事項 

 （１）「排水設備工事着手届」の注意点 

   ふた材料の必要の有無に関係なく提出すること。   

                    →指定工事人規程第９条第２項第５号 

 （２）「排水設備工事完了届」の注意点 

   完了の届出は、工事が完了した日から５日以内の届け出義務がある。  

                          →条例、規程第７条による 

   ① 担当責任技術者は、現場確認後に届け出を行うこと。  

   ② 完了年月日は、排水器具からの排水が取付管に流入可能となった日を記入

すること。 

   ③ 増改築等に伴い、既設管に接続をする工事を目的とした排水設備確認申請

の完了年月日は、増改築部分の排水器具からの排水が取付管に流入可能と

なった日（既設管と接続した日）を記入すること。 

 （３）「公共下水道使用開始届」の注意点 

   ① 排水器具からの排水が取付管に流入を開始する日を記入する。 

→条例、規程第９条による 

   ② 各種メーターを設置した場合は、「流量計取付等工事完了届」または「私

設メーター設置確認連絡票」を添付すること。また「浄化槽使用廃止届出

書」は該当する場合のみ記入すること。 

 （４）「公共下水道使用開始届出事項変更届」の注意点 

    使用者の住所・氏名に変更があった場合や使用開始届出事項を変更しようと

するときは遅延無く提出すること。     →条例、規程第１０条による 

 （５）「公共下水道使用休止・廃止届」の注意点 

公共下水道の使用の休止・廃止をしようとするときは、遅延なく提出するこ

と。                   →条例、規程第９条による 

 （６）「排水設備計画（変更）確認申請の変更」の注意点 

  （イ）確認を受けた内容に変更が生じ基準と異なる場合、施工前に協議し変更確

認を受けること。  

  （ロ）水源の変更が生じた場合は、施工前に協議し変更確認を受けること。 

  （ハ）変更確認を受けずに施工した場合は，処分または減点の対象となるので十

分注意すること｡ 

  （二）取付ますの材料変更は、提出済の「着手届」により手続きを行うこと。  
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    ※提出済の着手届けを１枚コピー、確認申請書を揃えて変更確認を受ける。

そのコピーを販売店へ提出し材料を取り替える。  

 （７）「完了検査」について 

    完了届提出後すみやかに完了検査願い及び下水道排水設備台帳を提出しチェ

ックを受けること。  

   （ａ）注意事項 

     ① 申請者に検査の旨を連絡し確認すること。 

     ② 完了検査願いに補足事項を記入し提出すること。 

     ③ 下水道排水設備台帳に平面図と必要書類を挟み込むこと。 

     ④ 完了検査願いのリスト順に整理し、調査月・業者コード・指定工事人

名を記入した書類袋に入れて提出すること。  

（８）完了検査の実施について         →条例施行規程第７条第２項 

  （イ）検査方法 

     各指定工事人は、現場検査及び書類検査を受ける。  

  （ロ）現場検査（担当責任技術者が立会う）  →条例施行規程第７条第３項 

    完了検査日程はメール等で各指定工事人に連絡し検査を実施する。  

    ※検査当日に担当責任技術者が立会いできない場合は、事前連絡し了解した

場合のみ代理を認める。原則としてその代理人は、責任技術者の資格を保

有する者とする。  

  （ハ）現場検査心得 

   （ａ）検査当日前までに 

     ① 完了検査日程を再度確認すること。  

     ② 申請者及び居住者に連絡し了解を得る。  

     ③ 事前に現場確認及び清掃を行うことが望ましい。  

     ④ 下水道排水設備台帳の訂正がある場合は、事前に報告し指示を受ける。  

   （ｂ）当日 

     ① 現場の再確認を行う。  

     ② ふたは、開放したままにせず検査で必要時に開くこと。特に、乳幼児

がいるお宅または車両、人の出入りが激しい箇所にマンホールφ300 ㎜

以上のふたが設置されている場合は、落下などの事故防止に努めるこ

と。  

     ③ 大規模な排水設備の場合は、担当責任技術者を含め複数人とし、検査

がすみやかに完了できるように協力すること。  
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     ④ 検査は屋外を対象とするが、現場状況や工事内容により屋内へも立ち

入る場合があるので、申請者及び居住者に了解を得ておく。  

     ⑤ 簡単な図面訂正は、現場で行えるように筆記用具等を準備しておく。  

  （ニ）手直し 

     手直し指示を受けた場合は、指定する期間内に改善し写真を添え報告する。 

     また、下水道排水設備台帳も必要がある場合は訂正する。 

                    →指定工事人規程第９条第２項第８号 
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４．排水設備計画〈変更〉確認申請書（以下「下水道排水設備台帳」という。）の 

作成について 

 （１）下水道排水設備台帳について 

  （イ）責任技術者名は、確認協議時と同一とすること。  

      →特別な事情がある時は、その現場を引き継いだ責任技術者名とする。  

  （ロ）集合住宅等のお客さま番号は、部屋番号等と組み合わせ記入。  

      →組み合わせでない場合、小さい順とする。記入欄が不足する場合は、       

別紙に記入する。  

  （ハ）大規模な排水設備の場合は、事前に確認を受け製本（Ａ-４）とする。 

 （２）平面図について 

  （イ）一般事項 

   （ａ）確認申請書の訂正箇所等の有無を確認して修正を行うこと。  

   （ｂ）申請図面同様に「説明文書や必要事項等」も記入する。  

   （ｃ）既設部分も寸法等全て記入すること。  

   （ｄ）雨水排水設備の記入。  

   （ｅ）関係する既設排水設備資料を記入する。  

  （ロ）水洗便所改造資金貸付あっ旋申込がある場合 

   （ａ）下記の①、②を確認申請書類へ挟み込んで提出 

     ① 工事調書（希望融資決定金額を記入）  

     ② 水洗便所改造資金貸付あっ旋申込書（精算工事費及び希望融資決定金

額を（ ）内ヘ記入） 

   （ｂ）下水道排水設備台帳の貸付あっ旋欄へ必要事項記入 

  （ハ）外構工事等でます深さが未確定で下水道排水設備台帳を作成する場合は 

（ ）で仮深さを記入。また、申請者から連絡があり調整した場合は、その

深さに訂正すること。  

 （３）下水道排水設備台帳作成の注意点 

    排水設備ファイリングシステムの入力処理や出力（印刷）時に支障が出ない

ように注意すること。  

    ① 作図線が細く、薄い場合は、太く濃くなるようにし、わかりやすくする。 

② 縮尺及びポイントを調整し図面・文字等を大きく記入する。 
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③ 大きな施設図面は、Ａ４サイズ用紙に縮小した分割図と、Ａ４サイズに

した分割拡大図を添付し、提出する。 

 

５．その他 

 （１）「排水計画事前協議」について 

  （イ）下記に該当する場合 

   （ａ）大規模な排水設備で、下水道本管同様の施工をする。  

   （ｂ）合流地域で敷地内面積が 500 ㎡以上。 (宅地分譲含むＰ６－５参照） 

   （ｃ）プールや大浴場（温泉）がある。  

   （ｄ）大規模工場や分譲地・商業施設等。（土地利用に係るもの）  

   （ｅ）中高層建築物等。  

（※）中高層建築物（3階建て以上）は、排水器具の接続や通気管設置（大

気開放型もしくは吸い込み型）など、排水系統を確認するため、事前

協議の対象としている。 

   （ｆ）本管口径と同口径になる取付管が必要になる。（φ200 の場合）  

     ① 排水人口 500 人また 150 戸以上 

     ② 日量排水量 1,000 ㎥以上 

   （ｇ）接続する下水道本管に影響がある。  

   （ｈ）その他必要な場合 

     ① マンホールポンプを設置する。  

     ② 敷地内面積500㎡以上で上下水道部管理の雨水きょへ固着し排水する。  

     ③ 半管時計算で口径を求めることができない。  

     ④ ディスポーザ排水処理システムを設置する。 （Ｐ６－４０（11）参照） 

     ⑤ 工事湧水が発生する。  

     ⑥ 水道事業及び下水道事業管理者が必要と認めた場合。  

  （ロ）協議者及び時期 

    ① 排水計画事前協議の協議者は、その内容に責任を持てるものとする。（申

請者、設計会社、施工業者、指定工事人等）  

    ② 時期は、協議内容により工事費や行程に影響することから、計画段階か

ら協議を行うことが望ましい。ただし、協議内容をすみやかに遵守でき

る場合は、排水設備確認申請時までとする。  

 



6－23 

（ハ）申請と処理方法 

    ① 協議書と必要書類を提出し協議を行う。その後、回答書を協議者に発行

する。  

    ② 排水設備確認申請時に回答書コピーを添付する。  

    ③ 協議及び施工内容に変更がある場合は、その都度協議書を提出し再協議

を行う。 

    ④ 下水道排水設備台帳に回答書コピーを添付する。  

 

（２）既設管撤去について 

  （イ）解体工事等により排水設備の撤去工事を依頼された場合は、撤去位置を確

認し、残置施設の上流部に土砂が流入しないようキャップ等を用いて閉塞す

る。 

  （ロ）施工後は写真を添えて「排水設備撤去工事報告書」を提出する。なお、撤

去後引き続き、排水設備改築工事がある場合は除く。  

  （ハ）未使用になった取付管が存在する場合は、下水道排水設備台帳平面図にオ

フセット図（深さも記入）を利用し記入する。  

     記入例：平成○年○月○日に既設管撤去 

           ①DR－20×H50（H＝0.70）は現地に存在 

         平成○年○月○日に既設管撤去 

           取付ます撤去により位置はオフセットによる 

 

 （３）資料調査について 

  （イ）原則、浜松市排水設備工事指定工事人に所属する責任技術者で市に登録し

ている者とする。  

  （ロ）排水設備台帳ファイリングシステムを使用する場合は、パスワード登録さ

れた責任技術者が取り扱う。  

  （ハ）資料調査を行う場合は、名札等を着用する。調査時は、資料の紛失防止に

努め元の保管場所に正確に戻し丁寧に取り扱う。  

  （ニ）取付管ファイルの閲覧は、「取付管設置申請書ファイル・台帳（原本）」

閲覧申込用紙により申請する。（旧浜松市では昭和 58年４月１日供用開始地

域から「取付管方式」を採用したのでファイルはあるが、それ以前は現場の

公共ますで判断する） 
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（ホ）責任技術者は、浜松市個人情報保護条例に基づき、その業務により知り得

た個人情報の内容を漏えい、滅失または棄損の防止等適切な管理の措置を講

じること。また、その他個人情報の不当な目的に利用してはならない。 
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 （４）融資制度（貸付あっ旋）について 

  （イ）申請手続きから工事費支払いまで 

表６－６－１ 融資制度フロー 

市上下水道部（排水設備担当者） 申 請 者 （ 市 民 ） 指 定 工 事 人 

   

 

①貸付あっ旋の有無の確認 

確 認 協 議 

排水設備工事の見積依頼 

※受益者負担金または申告書提出の確認を必ず行

う 
※申告書の発送がされていない場合は 
上下水道部と協議を行う 

※供用開始後 3 年以内であること。 

※大工工事等は対象外 
※新築工事は対象外 貸付あっ旋有の場合は、申込書を作成してもらい提出する。 

②指定金融機関へ 

の相談 

契  約 

④確 認 

③排水設備確認申請書提出 

受付処理ＯＡ 

着手届を提出し工事開
⑤貸付あっ旋申込書は確認申請書と共に保管 

使用開始届・完了届提出 

下水道使用料賦課 下水道使用料支払い 
工事完了(検査願提出) 
下水道排水設備台帳提出 受付処理ＯＡ 

検査事務作業 
⑥工事調書・貸付あっ旋申込

書・下水道排水設備台帳へ記

入し提出 

※貸付あっ旋申し込み期限のため申請者に再度確認 

検査完了後 

責任技術者立会 検  査 

⑦検査完了後に工事人を通じて申請者に検査合格書送付 

⑧検査完了後あっ旋依頼書・検査合格書を上下水道部（排水設備担当）から金融機関へ送付 

指 定 金 融 機 関 ⑨申込者（申請者）が、検査合格書に納税証明書・

必要書類（本人及び保証人・印鑑証明など）を送

付し指定金融機関の審査を受ける 

⑪36回均等返済 

⑫利子補給 
⑩審査完了後に融資工事費が

指定工事人へ直接支払われる。 
※振り込み口座の記入が必要 

手直し報告 
手直し指示 
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  （ロ）貸付あっ旋制度の注意事項  →詳しくは「下水道のしおり」パンフレッ

トを参照 

   （ａ）本制度を利用する場合は、以下を説明し確認する。  

      ① 申請者が市内に居住していること  →市外は指定金融機関が認め

ない限り貸付あっ旋対象から外れる。  

      ② 上下水道部（排水設備担当）にて直接融資する制度でなく、指定金

融機関との貸借関係である。  

      ③ 金額が 100 万円以内（浄化槽１槽、くみ取便所１箇所につき）の改

造工事である。ただし、大工工事費は対象にならない。  

      ④ 審査は、上下水道部（排水設備担当）と指定金融機関両方で行う。 

       ※指定金融機関にて必要書類や条件（指定金融機関が認める保証人等）

を事前に相談していただく。  

       ※貸付あっ旋希望者によって条件が異なることがある。  

      ⑤ 市の資格条件「受益者負担金及び市税を滞納していない（納税証明）」

｢供用開始の日から 3年以内の切替工事｣を満たしている。 

      ⑥ 排水設備工事が完了し完成検査後、指定工事人を通じて配布する排

水設備検査合格書が発行される。  

      ⑦ 発行書類と必要書類を指定金融機関に提出し審査完了後に、融資額

はその金融機関から指定工事人へ直接支払われる。  

   （ｂ）貸付あっ旋制度の申し込み期限は、「工事完了検査願提出」までを原則

とする。  

   （ｃ）貸付あっ旋希望を「確認」後から完了検査までに中止する場合は、確認

申請書と共に保管している申込書を提示しOA処理（中止入力）を依頼する。

OA 処理後の申込書は、上下水道部（排水設備担当）にて保管する。  

   （ｄ）申込書類と検査合格書を発行した後に中止する場合は、上下水道部（排

水設備担当）へ検査合格書を返却し報告する。  

   （ｅ）申込書の指定工事人欄に振り込み先金融機関名などを記入する。 

     ※原則として指定金融機関名の振り込み口座とする。  
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 （５）責任技術者の異動について 

  （イ）指定工事人規程第 10条第２項について 

    「専属する責任技術者に異動があったとき」速やかに変更届（第６号様式）

を管理者に提出しなければならない。  

   （ａ）減る場合について 

     ① 変更事項に「専属する責任技術者の人数変更」と記入 

     ② 変更前の人数記入「変更前○人」  

     ③ 変更内容及び後の人数 

    例：「浜松太郎（責任技術者登録番号 12345）、令和○○年○月○日付け退職

により△人に変更」を記入 

      ※指定工事人指定要件に影響する場合は、直ちに「指定工事人辞退届」

（第５号様式）の提出 

   （ｂ）増える場合について 

     （試験に合格し新規登録した者を届け出る場合も同様とする）  

     ① 変更事項に「専属する責任技術者の人数変更」と記入 

     ② 変更前の人数記入「変更前○人」  

     ③ 変更内容及び後の人数 

    例：「浜松太郎（責任技術者登録番号 12345）、令和○○年○月○日付け入社

（平成○○年度新規登録による）により△人に変更」を記入 

     ④ その他必要書類（増員者のみでよい） 

     （ア）責任技術者証コピー 

     （イ）第三者が専属を証明する書類のコピー（健康保険証コピー） 

       ※他の指定工事人から変わる場合は、前指定工事人から減の変更届を

提出していること（該当指定工事人及び責任技術者が共に責任ある

行動をする。不誠実な行為に該当しないように） 

   （ｃ）責任技術者が疾病などにより指定工事人として一時的に施工体制が低下

または、停止状態になる場合は、速やかに事前報告すること。なお、速や

かに報告がない場合は、不誠実な行為と判断される。 
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（６）「公共下水道使用開始届、公共下水道使用休止・廃止届、公共下水道使用再開

届、排水設備工事完了届、公共下水道使用開始届出事項変更届」の記入につい

て 

  （イ）公共下水道使用開始等の届出 

     浜松市下水道条例第９条１項に、｢公共下水道の使用を開始しようとする者

はあらかじめ氏名・住所・設置場所等の必要事項を届出なければならない｣、

２項では、「公共下水道の使用を休止し、廃止し、または再開しようとする

者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。」と定められ

ている。公共下水道使用開始届、公共下水道使用休止・廃止届、公共下水道

使用再開届は、この条例の規定に基づいて届け出するものである。この届け

出により、下水道使用料を賦課するので、下記の点には充分注意して記入す

ること。 

（ａ）排水受付番号 

      排水受付番号（確認番号）を記入する。なお、排水設備計画(変更)確認

申請書を提出した全てについて、公共下水道使用開始届を提出する。 

   （ｂ）設置場所 

 排水設備を設置した住所を記入する。なお、設置場所が複数の番地にか                          

かる場合は、代表地番（選択）を記入する。 

   （ｃ）開始年月日等 

     ① 開始年月日は、排水器具から排水が取付管へ流入を開始する日を記入

する。この日から、使用料の賦課対象となる。 

      ※下水接続後、速やかに提出しないことにより、賦課漏れとなるケース

があるので、十分注意すること。 

     ② 廃止届は、排水設備を撤去し、下水道を使用しなくなった日を記入。 

      ※廃止届が提出されないと、使用料は賦課されたままとなる。  

      ※解体→更地→新築の場合は、廃止届→確認申請→完了・開始届が必要

となる。  

③ 公共下水道使用休止・廃止届は、改築等で一定期間下水道の使用を休

止、または建物解体等により排水設備を撤去した場合に提出する。 

    休止・廃止予定年月日は、排水が下水道へ流入不可能となった日を記

入する。 

④ 公共下水道使用再開届は、使用休止していた下水道を再び使用する場

合に提出する。 

再開予定年月日は、再び排水が下水道へ流入可能となった日を記入す

る。 
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※排水が下水道へ流入可能の場合は、下水道の休止・廃止はできません。 

   （ｄ）使用者住所氏名（＝使用料納付者住所氏名）  

      排水設備使用者の住所氏名を記入。なお、借家、アパート等の場合は、

別紙「使用者一覧表」に入居者（空室の場合は氏名欄は空欄）の住所氏名

を記入し、公共下水道使用開始届に添付すること。（電話番号がわかれば

備考欄に記入する） 

   （ｅ）お客さま番号等 

     ① 水道のみ使用の場合 

       お客さま番号及び水道メーター番号（不整合の無いよう必ず現地で確

認すること）を記入する。なお、水道メーターを複数使用する場合は、

入居者、部屋番号及びメーター番号が整合した一覧表を作成し、記入

漏れ、間違いのないよう特に注意し、添付すること。 

       また、散水専用の水道メーターが有る場合は、備考欄に「散水専用、

下水流入ありまたはなし」と記入する。  

     ② 水道と井戸を併用している一般家庭の場合 

       ①の記入と一般家庭井戸人員欄に、使用人員を記入する。  

     ③ 井戸のみ使用している一般家庭の場合 

       一般家庭井戸人員欄に、使用人員を記入する。  

      ※人員換算により使用水量を決定するため、必ず使用者に説明し使用人

員の確認を行い了解を得ること。  

     ④ 業務用・集合住宅等の井戸のみを使用している場合 

       借家、アパート等で使用者が複数の場合は、一覧表を添付する。なお、

私設メーターが取り付けてある場合は、「汚水排出量の認定に係る装

置の設置届」に記入し、開始届に添付する。  

      ※私設メーターがない場合は、賦課メーター取り付けを協議するので、

確認申請前に協議をすること。  

     ⑤ 水道と業務用・集合住宅等の井戸を併用している場合 

       ①の記入と④の記入 

     ⑥ 簡易水道を使用している場合 

       メーター設置の有無を記入する。メーターが付いていない場合は、井

戸人員欄に記入する。メーターが付いている場合は、「汚水排出量の

認定に係る装置の設置届」に記入し、開始届に添付する。 

      ※一般家庭用の簡易水道メーターで農業用散水等の下水未流入分が多量

にある場合は、人員換算使用水量扱いとする場合があるので、井戸人

員欄に記入する。   

     ⑦ 工業用水を使用している場合 
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       「汚水排出量の認定に係る装置の設置届」に記入し、開始届に添付す

る。  

  （ロ）排水設備工事完了届 

浜松市下水道条例第７条に、「排水設備工事が完了した日から５日以内にそ

の旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない」と規定されている。 

（ａ）完了年月日は排水器具からの排水が、取付管に流入可能となった日とす

る。（完了年月日＝開始年月日） 

（ｂ）接続状況は、該当するものにレ点を付ける。 

      宅内工事のない私道管や共有管の工事については備考欄に（私道管工事

のみ下水流入なし）など明記する。 

（ハ）公共下水道使用開始届事項変更届 

     浜松市下水道条例第１０条に、「使用者に変更があったときは、新たに使用

者となった者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない」と

規定されている。また、使用者の変更以外に事項の変更についても変更を届

け出なければならない。 

① 使用者の住所・氏名に変更があったときは、遅滞なく届出をする。 

② 使用水の変更（井戸から水道等）は、あらかじめ届出をする。 

③ 井戸を使用する場合にあっては、使用人員の数及び使用する井戸の数

は、あらかじめ届出をする。 
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（７）井戸等公設・私設メーターについて 

水道以外の使用水で業務用・集合住宅等の場合は、下記のように取り扱う。 

   （ａ）排水設備確認申請に使用水区分の水源、メーターの有無等を記入し提出

する。井戸等メーターの検針が必要になる場合は、開始届受付担当と事前

協議すること。 

   （ｂ）私設メーターを設置しない業務用・共同住宅等の井戸使用水量把握方法

は、公設メーターをポンプ 1箇所につき 1個取付けて計量する。ただし、

静岡県地下水の採取に関する条例に該当する場合は除く。 

   （ｃ）公費で取付ける場合は、小額工事契約方式で行う。 

① 建設工事請書を提出後、市が支給するメーターを受け取り、取付け工

事に着手すること。 

② 公共下水道使用開始届に別紙、流量計取付等工事完了届を添付して提

出すること。 

   （ｄ）メーターの取付け箇所は、原則ポンプの直近とし、１ｍ程度の直管部が

あるようにする。また、水平に取付け、空気の混入しない場所を選定する

こと。 

 

図６－６－１ 配 管 図 

   (ｅ) アパート、マンション等集合住宅の井戸使用水量把握方法としては、原

則的に井戸の元に１個メーターを取付けて計量を行い、大家一括請求をす

る。各戸に私設メーターがある場合は、個別検針をすることができるので、

確認申請書を提出するときに、必ず開始届受付担当と事前協議すること。  

   (ｆ) 井戸等を使用する一般家庭で、メーター検針を希望する場合は、私設メ

ーターを取付ける。 
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   (ｇ) 私設メーターで検針をする場合は、 

① メーターの維持、管理は使用者等になる。検定切れに伴う交換等が必

要になることを使用者等に伝えること。 

② 開始届けに私設メーター設置確認連絡票及び写真を添付して提出す

る。 

③ 私設メーターの登録番号を確認する。 

④ 分流式区域で清水等を下水道に排水しない減量認定申請対象がある

場合は、確認申請受付担当と協議のうえ料金課計量相談担当に連絡す

ること。  

 

図６－６－３〈間接冷却水を水路等へ放流の例〉 

 

    ※その他、使用水量計量について不明な点は確認申請受付担当及び料金課計

量相談担当と事前調整し確認申請や排水設備工事着手前までに協議するこ

と。特に、製品製造過程・ボイラー・冷却装置に係わる蒸発水や大規模な

工場などの散水に係わる減量認定申請がある場合は、料金課計量相談担当

と事前調整が必要。  
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（８）排水設備設置義務免除許可申請手続きマニュアル 

   （事業場関係の排水（冷却水等）の場合）  

   １ 上下水道部及び河川管理者との事前協議（申請書提出前）  

    ① 申請者と事前に協議を行い、免除下水を申請しようとする排水について、

免除水量及び水質検査の項目や回数などの調整を行う。  

    ② 申請者と事前に協議を行い、下水道使用量の減免の方法や、免除下水の

水量の把握方法等について調整を行う。（メーター類の設置は申請者の

自己負担になる。）  

    ③ 放流先の河川の占用承認（申請者本人が河川管理者等に対して申請し許

可を受けること。）  

      申請者本人が河川管理者等へ申請し、河川等へ排水しようとする免除下

水について、水量や水質などの状況を説明し、水路等への放流の承認を

得ること。市の管理河川に係る占用の申請については、免除下水の申請

を受付けた後、上下水道部から河川管理者宛てに副申書を発行し申請者

に渡すので、占用申請書に添付して許可を得ること。  

   ２ 申請書提出（添付書類を含め提出部数：１部）  

① 新規申請する場合「排水設備設置義務免除許可申請書」（様式第１号） 

② 免除期間を更新する場合「排水設備設置義務免除更新許可申請書」（様

式第５号） 

③ 変更申請する場合「排水設備設置義務免除変更許可申請書」（様式第

７号） 

④ 免除計画書（様式第２号）※ 通常の申請では必ず添付が必要 

⑤ 添付書類（綴じる順番も同様）※ 更新や変更申請の場合は不要の部 

分も有る。  

     ア 位置図（住宅地図等）  

     イ 公図写し（会社等の敷地全体）  

     ウ 給排水系統図（上水道、工業用水、井戸等の給水及び汚水、雨水、免

除下水等の系統を記入）  

      ※ 給排水系統図の着色 （着色は下記の例参照） 

       ・免除下水系統：赤二重線 ・汚水系統：赤  ・雨水系統：緑 

       ・用水：青（井戸、上水道、工業用水等） 

※複数の用水がある場合は凡例（色は自由）を記入する。 

       着色はインク、ボールペン等を使用する。（蛍光ペンは不可）  

エ 写真(免除下水施設、排水経路、排水口、附加・減量メーター等) 
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オ 給水及び排水のフローシート 

     カ 水質計量証明書（免除下水として申請する排水について分析したもの

で、第三者機関によるもの） 

     キ 水路占用の許可書（側溝等へ放流の場合は、占用許可に代えて地元自

治会長の承認印で）。河川占用許可の申請中の場合は、許可後に写しを

提出すること。許可または承認されないときは、申請を取り下げる。（占

用許可の期間が免除期間に足りないときは、占用の更新手続きが必要。）  

     ク 別途指示されたもの。  

     ※ ①または②、③の後に④ア～クまでのうち必要な添付書類を上記の順

序で綴じて提出すること。 

３ 申請手続き手順 

表６－６－２ 申請フロー 

     

    ① 免除下水の水質検査を実施すること。検査は第三者機関で行うこととし、

検査項目はあらかじめ上下水道部と調整すること。  

    ② 許可申請書（水質計量証明書その他、添付書類を含む）を上下水道部へ

提出すること。（河川の占用許可書（写し）は後日でも良い）  

    ③ 下水道使用量（免除下水量確認（減量認定する場合は減量認定用を追加）

に必要となるメーターの設置等）について、別途上下水道部（料金関係）

と協議。（メーターの設置は申請者の自己負担になる。）  

    ④ 浜松市管理の河川で水路占用が必要な場合は、申請者に対し、免除下水

受付担当課長の副申書を発行する。（県管理や土地改良区管理の河川の

場合は直接申請（副申書不要）、免除の申請前に公共水域の管理担当者

と事前に協議を済ませ内諾を得ること）  

     ※道路側溝等から河川に入る場合で許可が取れない場合は、側溝等の清掃

等を行う地元の自治会長の承諾を受けること。 

    ⑤ 申請者は該当する公共水域の管理者に水路占用許可申請を行なう。 

    ⑥ 水路占用許可書を受領。（道路側溝の場合は、自治会長の承認を②の申

請前に得ておくこと）  
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    ⑦ 水路占用許可書のコピーを免除下水担当課へ提出する。  

    ⑧ 必要に応じ、環境部（環境保全課）と合同で立ち入り検査を実施し、審

査のうえ免除の可否を決定する。  

    ⑨ 排水設備設置義務免除許可書を交付。（免除を不適当と認めた場合には、

審査結果通知書により不許可を通知する。） 

    ※ 指定工事人は排水設備工事が伴う場合は以下の手続きを行うこと。 

    （１）免除下水の許可後に排水設備工事の確認申請をする場合は、平面図に

免除下水系統を赤色の二重線で作図し、排水設備設置義務免除許可書を

コピーして添付する。 

    （２）下水道排水設備台帳は、平面図に免除下水系統を赤色の二重線で作図

し、排水設備設置義務免除許可書のコピーを添付する。  

    （３）下水道使用量の減量認定が必要な場合は、別に料金業務窓口で手続き

を行なう。  

    ※ 申請されても承認できない場合がある。  

      免除下水の水質が良好でなく、承認期間内の排水が当初の水質より悪化

していた場合等はその状態が改善されるまで承認できない。  

 

４ 免除下水として許可できるもの 

    （①～⑤は、通常の状態でそのまま排水が行なわれ、設備的にも配管経路が

遮蔽されていて汚染されない構造となっており、何も手を加えない状態で

免除下水基準を超えるおそれがなければ、下水道への排水設備の設置を免

除され、直接河川へ放流することが認められるもの。⑥⑦は水質に関する

協議が必要である。）  

① 製品等に接触しない間接冷却水。（機械器具の冷却用） 

② 循環利用しないクーリングタワー（冷却塔）のオーバーフロー水。 

 ※冷却水については、排水温度が排水先の水路・側溝から湯気が上

がらない程度まで温度が下がっていることが必要。 

③ 魚介類の生命維持のみを目的とした流水。（活かし水で飼料等の混入

がないもの）  

④ 屋外水泳用プールの排水。（残留塩素を除去したものとし、洗体用の

シャワー排水や、ろ過器の洗浄水及びプールの床面清掃水等は認めな

いので構造的に区分し排水経路を別に設けたもの） 

⑤ 合流区域の雨水（排水路がある場合）、期間を区切った工事の湧水排

水。   

※水質の測定は不要 
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⑥ 汚染した下水を浄化処理した排水。（環境保全課の確認が必要） 

⑦ 工場または事業場における生産等の作業工程からの排出水のうち、排

水処理施設を経由して排除される下水。 

⑧ 上記以外の排水で、上記に類するものとして管理者が認めるもの。  

    ※免除下水の系統へ他の汚水や排水が混入する恐れがある場合（事故、不注

意により流出した汚水その他の排水が免除下水の系統へ流入する構造にな

っている場合）は、周囲の環境が改善されるまで許可しない。（例Ｕ字溝

等の露出した側溝から排水する場合は、降雨時等における油分の流入やそ

の他床面の清掃水などの一般の汚水が、流れ込み易いので免除下水の系統

は独立した配管構造とする等）  

 

５ 排水設備設置義務免除の要件について 

     免除の許可を得るためには、免除下水は次のような要件を満たしているこ

と。  

    （１）免除下水の水質が、浜松市排水設備設置義務免除取扱要領に定める「免

除下水放流基準」を満足していること。  

    （２）免除下水の排水系統は、下水道への排水設備と完全に分離した系統で

あり、その系統が容易に確認できる構造であること。  

    （３）免除下水を直接排出できる公共用水域があり、排水の許可を得ている

こと。ただし、排出先が道路側溝等を経由して、河川へ流出する場合等

で河川管理者からの占用許可が得られない場合は、許可に代えて側溝の

管理・清掃等を実施している地元自治会の承認（自治会長の承認印）を

得ること。 

      ※公共用水域に関する土地の占用並びに排水等の許可を河川管理者等か

ら得る場合で、免除の申請日と占用の許可日が異なる場合は、許可を

得た後すみやかに（10日位）、許可書の写しを管理者に届け出ること。  
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カドミウム及びその化合物 0.03 0.002

シアン化合物 1 0.2

有機燐化合物 1 0.1

鉛及びその化合物 0.1 0.1

六価クロム化合物 0.5 0.1

砒素及びその化合物 0.1 0.001

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 0.005

 アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル 0.003 0.003

 トリクロロエチレン 0.1 0.1

テトラクロロエチレン 0.1 0.1

ジクロロメタン 0.2 0.2

四塩化炭素 0.02 0.02

 1,2-ジクロロエタン 0.04 0.04

 1,1-ジクロロエチレン 1 1

 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 0.4

 1,1,1-トリクロロエタン 3 3

 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.06

 1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02

チウラム 0.06 0.06

シマジン 0.03 0.03

 チオベンカルブ 0.2 0.2

ベンゼン 0.1 0.1

セレン及びその化合物 0.1 0.1

ほう素及びその化合物 10 10

ふつ素及びその化合物 8 8

1,4-ジオキサン 0.5 0.5

 アンモニア性窒素・亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素

 （ＮＨ４－Ｎ類）

ダイオキシン類（ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ） 10 10

色度 20 20

温度 30 30

残留塩素 1 1

水素イオン濃度 （ｐＨ） 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下

生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ） 15【10】 10【5】

 化学的酸素要求量 （ＣＯＤ） 15【10】 10【5】

浮遊物質量 （ＳＳ） 15【10】 5【3】

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 5 5

 窒素含有量 ― 5

 燐含有量 ― 1

フェノール類 ※ 5 5

鉄及びその化合物 （溶解性） 10 10

マンガン及びその化合物 （溶解性） 10 10

 銅及びその化合物 ※ 3 3

亜鉛及びその化合物 ※ 2 2

クロム及びその化合物 ※ 2 2

ニッケル 2 2

大腸菌群数  【600】 【600】

１　単位は、色度：度、温度：度、ｐＨ：水素イオン指数、ダイオキシン類：ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ、大腸菌群数：１ミリ

　　リットル中の個数 （個／ｍＬ）とする。それ以外は、排水１リットル中のミリグラム量（㎎／Ｌ）とし、ＢＯＤ値は

　　５日間の消費量（㎎／Ｌ）とする。また、数値は斉立ちを表すものとする。

２　排水量・業種による区分を設けず全ての排水に適用する。

３　ＣＯＤについては、直接海域や湖沼に放流する場合に適用する。 

4　 ※印のある項目について水質汚濁防止法その他関連法令により、より厳しい基準がかかる場合はその基準を適用する。

5　 ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌群数における【 】内の基準は、日間平均値を示す。

６　日間平均値を定める項目については、最大値だけでなく日間平均値の基準を満たすことを許可の要件とする。

７　日間平均値の採水回数は、工場事業場の一日の操業時間内に三回以上行うことを原則とし、一日のコンポジットサン

  　プラーにより採水が可能な場合には、この試料について分析してもよいものとする。

別表１（第３条関係）

浜名湖水域

免除排水放流基準

 （備 考）

100 100

有

　

害

　

物

　

質

　

等

環

　

境

　

項

　

目

　

等

水　質　項　目

対　象　水　域
天竜・馬込川水域
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排水の種類 公共水域名 項目 測定頻度

　水素イオン濃度 （ｐＨ）

　生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ）

　浮遊物質量 （ＳＳ） 

　窒素含有量

　燐含有量

　機械類の監視 ２回／日（操業・終業時） 

　外観

　温度

　残留塩素

　水素イオン濃度 （ｐＨ） 

　カドミウム及びその化合物 

　シアン化合物

　有機燐化合物

　鉛及びその化合物

　六価クロム化合物 

　砒素及びその化合物

　水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

　アルキル水銀化合物

　ポリ塩化ビフェニル

　トリクロロエチレン

　テトラクロロエチレン

　ジクロロメタン

　四塩化炭素

　1,2-ジクロロエタン

　 1,1-ジクロロエチレン

　シス-1,2-ジクロロエチレン

　1,1,1-トリクロロエタン

　 1,1,2-トリクロロエタン

　 1,3-ジクロロプロペン 

　チウラム

　シマジン

　チオベンカルブ

　ベンゼン 

　セレン及びその化合物 

　ほう素及びその化合物

　ふつ素及びその化合物

　 1,4-ジオキサン

　アンモニア性窒素・亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素

 （ＮＨ４－Ｎ類） 

　生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ） 

　化学的酸素要求量 （ＣＯＤ） 

　浮遊物質量 （ＳＳ）

　ノルマルヘキサン抽出物質含有量

　 フェノール類 

　 鉄及びその化合物 （溶解性）

　マンガン及びその化合物 （溶解性）

　銅及びその化合物

　亜鉛及びその化合物 

　クロム及びその化合物

　ニッケル

　大腸菌群数

　ダイオキシン類（ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ １回／月

　窒素含有量

　燐含有量

（備考）

１　要綱第３条第３項及び第４項に定める排水の水質の際は、基準値の１／２を管理目標値とする。

２　排水の種類に係らず、浜名湖水域の場合は他の項目に加えて窒素含有量と燐含有量を測定する。

３　測定を行う項目については、事業場における薬品の使用の状況等を基に、水道事業及び下水道

　　事業管理者と 協議の うえ決定するものとする。

別表２（第５条関係）

更新時

２回／月

１回／日

１回／月

免除排水管理点検基準

浜名湖水域を含

む全ての水域

浜名湖水域

要綱第３条第２

項に定めるもの

浜名湖水域を含

む全ての水域

浜名湖水域

要綱第３条第３

項及び第４項に

定めるもの
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（９）雨水の排水設備設置義務免除許可申請手続きマニュアル 

   《免除下水》 

下水道法第 10条第１項ただし書きの規定に基づく排水設備設置義務免除に

関する排水。  

   １ 条件 

    ① 合流区域内の雨水であること。  

    ② 公共用水域（水路）が隣接していること。  

    ③ 水路管理者の了解（許可）があること。  

    ④ 公共用水域に雨水以外の排水をしないこと。なお、事業所では雨水以外

を排水する可能性があるので注意が必要。  

   ２ 必要書類 

    イ 排水設備設置義務免除許可申請書（様式第１号）  

    ロ 添付書類  A 位置図 

            B 公図写し 

            C 排水計画及び排水計画図面（排水系統図） 

              免除下水系統：赤二重線・汚水系統：赤・雨水系統：緑 

            D 別途指示するもの 

    ハ 提出部数  １部 

３ 申請手続き手順 

表６－６－４ 申請フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ① 排水設備設置義務免除許可申請書（様式第１号）を上下水道部担当課へ

提出する。  

    ② 水路占用が必要な場合、申請者に対して副申書を発行する。  

    ③ 申請者は水路占用許可申請書に副申書を添付し該当する水路管理者へ申 

      請する。  

⑥免除許可書 

⑤許可書のコピー 

①免除許可申請書 

②副申書 ③水路占用許可申請 

④水路占用許可書 

上

下

水

道

部

担

当

課 

申

請

者 

 
水

路

管

理

者 
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    ④ 水路占用許可書を申請者に対して発行する。  

    ⑤ 水路占用許可書のコピーを上下水道部担当課へ提出する。  

    ⑥ 排水設備設置義務免除許可書を発行する。  

   ４ 免除下水量 

     基本的に７年確率で排水量を計算し、雨水抑制（浸透ます、浸透井戸）の

検討もする。  

 (10) 工事湧水等の公共下水道への排水申込書申請手続きマニュアル（条例第９条） 

   １ 必要書類 （イ） 排水計画事前協議書 

（ロ） 排水申込書 

              添付書類 ・位置図・工事平面図 

・排水計画図・下水道管路図 

・排水計算方法・ノッチタンク構造図 

・緊急連絡網 

          （ハ） 公共下水道使用開始届 

          （ニ） 排水廃止届 

          （ホ） 公共下水道一時使用報告書 

          （へ） 排水量報告書（排水量確認写真） 

   ２ 事前打合せ 

          ①公共下水道または雨水渠の有無の確認 

②公共下水道または雨水渠の排水能力の確認 

③排水にかかる使用料の確認（有料または無料） 

   ３ 申請の手順 

① (イ)排水計画事前協議書及び（ロ）排水申込書を提出  

          ↓                                                  

② 排水承諾書を交付 → 現場確認 

          ↓ 

          ③ (ハ)公共下水道使用開始届提出 

          ↓ 

          ④ 排水完了     → 現場確認 

            (二)排水廃止届・(ホ)公共下水道一時使用報告書及び 

(へ)排水量報告書提出（排水量確認写真） 

         ↓ 

          ⑤ 下水道使用料納付書送付 

          ↓ 

          ⑥ 下水道使用料を金融機関で納付 
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（11）ディスポーザ排水処理システムの事前協議 

 

   ① 事前打合せ 

    ・ディスポーザはディスポーザ排水処理システムであることを明確にし、排

水処理槽で処理するもの、または機械処理であること。 

    ・「浜松市ディスポーザ排水処理システム指導基準」に従い許可。  

    ・公益社団法人日本下水道協会｢下水道のためのディスポーザ排水処理システ

ム性能基準（案）｣の適合評価済みの製品であること。（不明な点について

は公益社団法人日本下水道協会に確認する。）  

    ・「排水計画事前協議書」「ディスポーザ排水処理システム設置計画確認申

請書」の提出について説明。  

   ② 「排水計画事前協議書等」の提出 

    ・１部提出 

    ・内容確認 

   ③ 「回答書」を交付 

      

   ④ 排水設備計画（変更）確認申請書の提出 

・排水計画事前協議書回答書の写しを添付する。  

・平面図に受付番号・回答年月日を明記する。 

   ⑤ 完了検査 

・実際に設置された処理施設がメーカーの出すカタログ等と相違無いか確認

する。 

・機械式等で屋外から確認できないものは、設置後の写真等で確認する。 

     注意点（浜松市ディスポーザ排水処理システム指導基準による） 

・排水処理槽の余剰汚泥は一般廃棄物扱いとする。 

     （し尿・浄化槽汚泥収集運搬許可業者） 

    ・排水処理タイプは年１回以上の水質検査報告書の提出を義務化しているた

め、維持管理計画書に基づき報告する。水質検査報告は基準値をもとに、

上下水道部担当課で判断する。 

    ・機械処理タイプのシステムは、構造等の評価基準による耐用年数以上の耐

久性、耐摩耗性等を有し、排水処理部からの流出水の水質が長期にわたり

保証される試験結果及び年 1回以上の保守点検を実施し報告する。 

ただし、水質検査ができる場合は、年１回以上の水質検を行い維持管理計画

書に基づき報告する。 



6－42 

  （12）公共ます接続取り扱いについて 

   １ 既設公共ますから取付ますまでの施工は、申請者負担で行う。  

     また、最小口径は、合流区域φ150 ㎜・分流区域φ100 ㎜とする。  

     特に、公共ますの補修が完全でないと、陥没等の原因になるので十分注意

して施工を行う。          ⇒補修手直しを指示する場合有り 

   ２ 既設公共ますのインバートの施工については、管理者が行うため事前に協

議を行う。 

   ３ 既設公共ますから取付ますまでが隣接地内に入ってしまう（設置場所Ａ）

場合、事前に協議を行う。  

 

  

図６－６－４ 
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 （13）マニング式による流速・流量表 
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